
丸
善
株
式
曾
牡
定
欺
大
正
七
年
一
月
改
正

第
九
係
株
金
ノ
挑
込
ヲ
怠
リ
タ
ル
株
主
ハ
其
挑
込
期
日
ノ
翌
日
ヨ
リ
百
回

一
一
付
一
日
四
銭
ノ
割
合
ヲ
以
テ
遅
延
利
息
ヲ
支
挑
上
旦
遅
延
ノ
篇
メ
ー
一
生

シ
タ
ル
費
用
其
他
ノ
損
害
ヲ
賠
償
ス
ヘ
シ

第
十
係
営
倉
紅
ノ
株
式
ハ
取
締
役
曾
ノ
承
諾
ナ
ク
シ
テ
之
ヲ
他
人
一
一
譲
渡

ス
ル
コ
ト
ヲ
得
ス

第
十
一
練
営
曾
吐
ノ
株
式
ヲ
譲
渡
シ
名
義
書
換
ヲ
篇
サ
ン
ト
ス
ル
場
合
ハ

営
事
者
双
方
株
券
裏
面
ノ
相
常
欄
内
一
一
記
名
調
印
シ
旦
曾
牡
ノ
定
ム
ル
書

式
一
一
依
リ
テ
名
義
書
換
請
求
書
ヲ
作
成
シ
之
一
一
取
締
役
曾
ノ
承
諾
蓋
ヲ
添

ヘ
テ
富
曾
祇
一
一
差
出
ス
ヘ
シ

マ
マ

第
十
一
一
係
相
績
叉
ハ
遺
贈
二
因
リ
テ
営
倉
牡
ノ
株
式
ヲ
取
消
シ
タ
ル
者
名

義
書
換
ヲ
篇
サ
ン
ト
ス
ル
場
合
ハ
取
得
ノ
原
因
ヲ
護
明
ス
ヘ
キ
書
面
ヲ
差

出
ス
ヘ
シ

第
十
三
係
株
券
ノ
分
合
叉
ハ
段
損
一
一
因
り
交
換
ヲ
請
求
ス
ル
ト
キ
ハ
請
求

書
一
一
株
券
ヲ
添
ヘ
テ
常
曾
吐
一
一
差
出
ス
ヘ
シ

第
十
四
係
株
券
ノ
紛
失
叉
ハ
滅
失
一
一
因
り
更
二
株
券
ノ
交
付
ヲ
請
求
ス
ル

ト
キ
ハ
其
事
由
ヲ
記
載
シ
タ
ル
請
求
書
一
一
富
曾
吐
ノ
相
富
ト
認
ム
ル
誰
人

二
名
以
上
ノ
述
印
ヲ
以
テ
富
曾
牡
一
一
差
出
ス
ヘ
シ
此
場
合
二
於
テ
ハ
請
求

者
ノ
饗
用
ヲ
以
テ
其
旨
ヲ
公
告
シ
其
日
ヨ
リ
六
箇
月
以
内
一
一
故
障
ヲ
申
出

ツ
ル
者
ナ
キ
ト
キ
ハ
新
二
株
券
ヲ
交
付
ス
ヘ
シ

第
十
五
峰
株
券
ノ
名
義
書
換
ノ
場
合
ハ
一
通
一
一
付
金
拾
銭
前
二
峰
二
依
り

2９

第
一
一
章
総
則

第
一
係
営
倉
杜
ハ
丸
善
株
式
曾
吐
ト
稲
シ
英
文
ニ
テ
ハ
冒
胃
目
ｇ

ｏ
ｏ
日
冨
昌
》
目
目
岸
且
ト
書
ス

第
二
降
営
曾
吐
ハ
圃
書
文
房
具
西
洋
小
間
物
其
他
雑
貨
ヲ
販
賓
シ
兼
テ
回

書
ノ
出
版
及
上
文
房
具
ノ
製
造
ヲ
篇
ス
ヲ
以
テ
目
的
ト
ス

第
三
係
営
倉
牡
ハ
本
店
ヲ
東
京
市
一
一
支
店
ヲ
左
ノ
地
一
一
設
置
ス

大
阪
市
京
都
市
福
岡
市
仙
皇
市

第
四
係
営
倉
牡
ノ
資
本
総
額
ハ
金
壷
百
五
拾
寓
回
ト
ス
但
固
書
ノ
出
版
及

上
文
房
具
ノ
製
造
一
一
使
用
ス
ル
額
ハ
各
金
拾
煎
凹
ヲ
限
度
ト
ス

第
五
係
富
曾
危
ノ
公
告
ハ
東
京
市
一
一
於
テ
溌
行
ス
ル
時
事
新
報
二
掲
載
シ

テ
之
ヲ
魚
ス
但
其
護
行
停
止
ノ
場
合
ハ
三
日
間
本
店
店
頭
二
掲
示
ス

第
二
一
章
株
式

第
六
降
富
曾
杜
ノ
株
式
ハ
壷
寓
五
千
株
一
一
分
チ
一
株
ノ
金
額
ヲ
百
回
ト
ス

第
七
係
営
倉
牡
ノ
株
式
ハ
記
名
式
ト
シ
株
券
ハ
壷
株
券
拾
株
券
ノ
ー
種
ト

ス
第
八
係
常
令
国
吐
ノ
株
金
第
二
同
以
後
ノ
挑
込
期
日
及
上
金
額
ハ
取
締
役
ノ

決
議
ヲ
以
テ
之
ヲ
定
〆
二
週
間
前
各
株
主
一
一
通
知
ス
ヘ
シ



第
二
十
三
係
取
締
役
在
任
中
ハ
共
所
有
ノ
営
倉
祇
株
式
百
株
ヲ
監
査
役
一
一

供
託
ス
ヘ
シ

第
四
一
章
株
主
総
曾

第
二
十
四
係
定
時
総
曾
ハ
毎
年
一
月
及
上
七
月
之
ヲ
開
ク
モ
ノ
ト
ス

第
二
十
五
峰
臨
時
総
曾
ハ
取
締
役
叉
〈
監
査
役
二
於
テ
必
要
ト
認
ム
ル
ト

キ
ヌ
ハ
資
本
ノ
十
分
ノ
ー
一
一
富
ル
株
主
ヨ
リ
総
曾
ノ
目
的
及
上
其
招
集
ノ

理
由
ヲ
示
シ
テ
請
求
ア
リ
タ
ル
ト
キ
之
ヲ
招
集
ス
ル
モ
ノ
ト
ス

第
二
十
六
係
細
曾
ノ
招
集
ニ
ハ
曾
日
ヨ
リ
少
ク
ト
モ
ニ
週
間
前
二
其
日
時

場
所
及
上
目
的
事
項
ヲ
各
株
主
二
通
知
ス
ヘ
シ

第
二
十
七
係
総
曾
ノ
議
事
ハ
識
メ
株
主
一
一
通
知
シ
タ
ル
目
的
及
上
事
項
ノ

外
二
渉
ル
コ
ト
ヲ
得
ス

第
二
十
八
峰
総
含
ノ
議
長
ハ
吐
長
又
ハ
専
務
取
締
役
之
一
一
任
ス
若
シ
吐
長

ヌ
ハ
専
務
取
締
役
差
支
ア
ル
ト
キ
ハ
他
ノ
出
席
取
締
役
之
一
一
任
ス
但
臨
時

総
曾
ノ
議
長
ハ
場
合
一
一
依
り
株
主
中
ヨ
リ
之
ヲ
選
任
ス
ル
コ
ト
ヲ
得

第
二
十
九
係
総
曾
ノ
決
議
ハ
法
律
ニ
別
段
ノ
規
定
ア
ル
場
合
ヲ
除
ク
外
出

席
株
主
ノ
議
決
権
ノ
過
半
数
一
一
依
ル
可
否
同
数
ナ
ル
ト
キ
ハ
議
長
之
ヲ
決

ス
第
三
十
係
総
曾
二
於
テ
決
議
シ
タ
ル
事
項
ノ
要
領
ハ
決
議
錐
一
一
記
載
シ
議

長
及
上
出
席
株
主
二
名
以
上
之
一
一
記
名
調
印
シ
営
倉
吐
二
保
存
ス
ヘ
シ

第
三
十
一
係
株
主
ノ
議
決
権
ハ
一
株
一
一
付
一
個
ト
ス

3０

テ
新
二
株
券
ヲ
交
付
ス
ル
場
合
ハ
一
通
一
一
付
金
参
拾
銭
ノ
手
数
料
ヲ
徴
収

ス
ヘ
シ

第
十
六
峰
株
主
ハ
其
住
所
及
上
印
鑑
ヲ
営
舎
牡
一
一
届
出
ツ
ヘ
シ
其
愛
更
ア

リ
タ
ル
ト
キ
亦
同
シ

第
十
七
係
営
倉
吐
株
式
ノ
譲
渡
ハ
毎
年
一
月
及
上
七
月
ノ
ー
日
ヨ
リ
定
時

総
曾
終
結
ノ
日
マ
テ
之
ヲ
停
止
ス
臨
時
細
曾
招
集
ノ
通
知
ヲ
魚
シ
タ
ル
日

ヨ
リ
臨
時
総
曾
終
結
ノ
日
マ
テ
亦
同
シ

第
三
章
役
員

第
十
八
係
取
締
役
ハ
営
倉
牡
ノ
株
式
百
株
以
上
ノ
所
有
者
ヨ
リ
監
査
役
ハ

五
拾
株
以
上
ノ
所
有
者
ヨ
リ
株
主
総
含
二
於
テ
之
ヲ
選
任
ス

第
十
九
係
取
締
役
ハ
七
名
以
内
ト
シ
監
査
役
ハ
三
名
以
内
ト
ス

第
二
十
係
取
締
役
ノ
任
期
ハ
三
箇
年
ト
シ
監
査
役
ノ
任
期
ハ
二
箇
年
ト
ス

但
其
任
期
力
最
終
ノ
配
富
期
一
一
開
ス
ル
定
時
総
曾
ノ
終
結
前
一
一
流
了
ス
ル

ト
キ
ハ
其
任
期
ヲ
該
定
時
総
曾
ノ
維
結
一
一
至
ル
マ
テ
伸
長
ス

第
二
十
一
像
取
締
後
叉
ハ
監
査
役
中
訣
員
ヲ
生
シ
タ
ル
ト
キ
ハ
直
チ
ー
ー
補

恢
選
畢
ヲ
行
う
其
補
峡
員
ハ
前
任
者
ノ
残
期
ヲ
継
ク
モ
ノ
ト
ス
但
法
定
ノ

員
数
ヲ
峡
カ
サ
ル
ト
キ
ハ
現
任
取
締
役
ノ
決
議
ヲ
以
テ
補
峡
選
畢
ヲ
延
期

ス
ル
コ
ト
ヲ
得

第
二
十
二
峰
取
締
役
ハ
互
選
ヲ
以
テ
牡
長
及
上
専
務
取
締
役
各
一
名
ヲ
任

定
ス
但
牡
長
〈
都
合
一
一
依
り
任
定
セ
サ
ル
コ
ト
ア
ル
ヘ
シ



第
三
十
二
係
株
主
自
ラ
出
席
ス
ル
能
ハ
サ
ル
ト
キ
ハ
役
員
一
一
ア
ラ
サ
ル
株

主
二
委
任
シ
テ
其
議
決
雛
ヲ
行
フ
コ
ト
ヲ
得

第
五
一
章
計
算

第
一
章
総
則

第
一
係
営
倉
牡
ハ
丸
善
株
式
曾
牡
ト
稲
シ
英
文
一
一
テ
ハ
冒
胃
目
ｇ

ｏ
ｏ
日
冨
昌
》
目
目
計
＆
ト
書
ス

第
二
係
営
倉
牡
ハ
左
ノ
業
務
ヲ
管
ム
ヲ
以
テ
目
的
ト
ス

一
、
圃
書
新
聞
雑
誌
ノ
出
版
販
賓
事
務
用
器
械
器
具
一
般
文
具
イ
ン
キ
寓

年
筆
洋
品
服
装
品
化
粧
品
寅
薬
部
外
品
其
他
雑
貨
ノ
製
造
販
寅
並
一
一
輸

出
入
費
葉
煙
草
度
量
衡
器
測
量
器
械
測
定
器
械
器
具
製
圃
器
械
同
用
品

事
務
用
家
具
什
器
ノ
販
賓

二
、
前
説
二
附
帯
ス
ル
一
切
ノ
事
業

第
三
僚
営
曾
祇
ハ
本
店
ヲ
東
京
都
中
央
厘
二
支
店
ヲ
左
ノ
地
一
一
設
置
ス

東
京
都
中
央
匡
千
代
田
圃
大
阪
市
京
都
市
名
古
屋
市
横
演
市

稲
岡
市
仙
墓
市
札
幌
市
京
城
府

第
四
係
営
倉
牡
ノ
資
本
総
額
ハ
金
壷
千
前
回
ト
ス

第
五
係
営
舎
牡
ノ
公
告
ハ
東
京
都
二
於
テ
溌
行
ス
ル
日
本
経
済
新
聞
二
掲

載
シ
テ
之
ヲ
篇
ス

第
二
一
章
株
式

第
六
像
営
倉
肺
ノ
株
式
ハ
試
拾
寓
株
一
一
分
チ
一
株
ノ
金
額
ヲ
五
拾
回
ト
ス

丸
善
株
式
曾
吐
定
款
昭
和
二
十
二
年
七
月
改
正

3１

第
三
十
三
悌
常
曾
杜
ハ
毎
年
一
月
ヨ
リ
六
月
迄
ヲ
前
期
ト
シ
七
月
ヨ
リ
十

二
月
迄
ヲ
後
期
ト
シ
毎
期
ノ
終
り
一
一
於
テ
諸
勘
定
ヲ
決
算
ス
ル
モ
ノ
ト
ス

第
三
十
四
係
営
倉
杜
ノ
損
益
計
算
ハ
毎
期
ノ
総
益
金
ヨ
リ
諸
経
費
其
他
損

失
金
ヲ
控
除
シ
其
残
額
ヲ
純
益
金
ト
ス

第
三
十
五
悌
純
益
金
ハ
左
ノ
割
合
ヲ
以
テ
配
営
ス

ー
積
立
金
純
益
金
百
分
ノ
五
以
上

一
役
員
及
職
員
賞
典
金
純
益
金
百
分
ノ
十
五
以
下

一
職
員
慰
勢
準
備
金
純
益
金
百
分
ノ
五
以
下

一
株
主
配
営
金
右
三
項
ノ
金
額
ヲ
控
除
シ
タ
ル
残
額

但
計
算
ノ
都
合
一
一
依
り
別
種
ノ
稜
立
金
及
上
次
期
繰
越
金
ヲ
魚
ス
コ
ト

ア
ル
ヘ
シ



テ
新
二
株
券
ヲ
交
付
ス
ル
場
合
ハ
一
通
一
一
付
金
五
回
ノ
手
数
料
ヲ
徴
収
ス

ヘ
シ

第
十
六
係
株
主
ハ
其
住
所
及
上
印
鑑
ヲ
営
含
牡
一
一
届
出
ツ
ヘ
シ
其
鍾
更
ア

リ
タ
ル
ト
キ
亦
同
シ

第
十
七
係
営
倉
祇
株
式
ノ
譲
渡
ハ
株
主
総
曾
招
集
ノ
通
知
ヲ
篇
シ
タ
ル
日

ヨ
リ
其
ノ
終
結
ノ
日
マ
テ
之
ヲ
停
止
ス

第
三
一
章
役
員

第
十
八
係
取
締
役
ハ
営
倉
牡
ノ
株
式
百
株
以
上
ノ
所
有
者
ヨ
リ
監
査
役
ハ

五
十
株
以
上
ノ
所
有
者
ヨ
リ
株
主
総
曾
二
於
テ
之
ヲ
選
任
ス

第
十
九
係
取
締
役
ハ
十
名
以
内
ト
シ
監
査
役
ハ
三
名
以
内
ト
ス

第
二
十
係
取
締
役
ノ
任
期
ハ
三
箇
年
ト
シ
監
査
役
ノ
任
期
ハ
二
箇
年
ト
ス

但
其
任
期
力
最
維
ノ
決
算
期
ニ
開
ス
ル
定
時
総
曾
ノ
終
結
前
一
一
浦
了
ス
ル

ト
キ
ハ
其
任
期
ヲ
該
定
時
総
曾
ノ
維
結
二
至
ル
マ
テ
伸
長
ス

第
二
十
一
係
取
締
役
叉
ハ
監
査
役
中
峡
員
ヲ
生
シ
タ
ル
ト
キ
ハ
直
チ
ニ
補

鉄
選
翠
ヲ
行
う
其
補
妖
員
ハ
前
任
者
ノ
残
期
ヲ
継
ク
モ
ノ
ト
ス

但
法
定
ノ
員
数
ヲ
峡
カ
サ
ル
ト
キ
ハ
現
任
取
締
役
ノ
決
議
ヲ
以
テ
補
恢
選

畢
ヲ
延
期
ス
ル
コ
ト
ヲ
得

取
締
役
叉
ハ
監
査
役
ノ
員
数
増
加
ノ
篇
メ
現
任
者
ノ
任
期
満
了
前
新
二
選

翠
セ
ラ
レ
タ
ル
者
ノ
任
期
ハ
其
選
翠
営
時
二
於
ケ
ル
現
任
者
ノ
残
期
間
ト

ス

3２

第
七
係
常
曾
吐
ノ
株
式
ハ
記
名
式
ト
シ
株
券
ハ
堂
株
券
拾
株
券
五
拾
株
券

及
上
百
株
券
ノ
四
種
ト
ス

第
八
係
営
倉
牡
ノ
株
金
第
二
同
以
後
ノ
挑
込
期
日
及
上
金
額
ハ
取
締
役
ノ

決
議
ヲ
以
テ
之
ヲ
定
メ
一
一
週
間
前
各
株
主
一
一
通
知
ス
ヘ
シ

第
九
係
株
金
ノ
挑
込
ヲ
怠
リ
タ
ル
株
主
ハ
其
沸
込
期
日
ノ
翌
日
ヨ
リ
百
回

一
一
付
一
日
四
銭
ノ
割
合
ヲ
以
テ
遅
延
利
息
ヲ
支
挑
上
且
遅
延
ノ
篇
メ
ー
一
生

シ
タ
ル
費
用
其
他
ノ
損
害
ヲ
賠
償
ス
ヘ
シ

第
十
係
株
券
ノ
裏
書
一
一
依
ル
譲
渡
ハ
之
ヲ
禁
止
ス

第
十
一
係
営
曾
吐
ノ
株
式
ヲ
譲
渡
シ
名
義
書
換
ヲ
篇
サ
ン
ト
ス
ル
場
合
ハ

含
吐
ノ
定
ム
ル
書
式
一
一
依
ル
名
義
書
換
請
求
書
二
営
事
者
双
方
記
名
調
印

シ
株
券
ト
共
一
一
営
曾
杜
一
一
差
出
ス
ヘ
シ

第
十
二
係
相
績
叉
ハ
遺
贈
二
因
リ
テ
営
倉
牡
ノ
株
式
ヲ
取
得
シ
タ
ル
者
名

義
書
換
ヲ
篇
サ
ン
ト
ス
ル
場
合
ハ
取
得
ノ
原
因
ヲ
澄
明
ス
ヘ
キ
書
面
ヲ
差

出
ス
ヘ
シ

第
十
三
峰
株
券
ノ
分
合
叉
ハ
殴
損
一
一
因
り
交
換
ヲ
請
求
ス
ル
ト
キ
ハ
請
求

書
二
株
券
ヲ
添
ヘ
テ
営
倉
ｍ
一
一
差
出
ス
ヘ
シ

第
十
四
峰
株
券
ノ
紛
失
叉
ハ
滅
失
一
一
因
り
更
二
株
券
ノ
交
付
ヲ
請
求
セ
ン

ト
ス
ル
ト
キ
ハ
除
潅
判
決
ノ
上
曾
吐
ノ
定
ム
ル
書
式
一
一
依
ル
請
求
書
ニ
其

判
決
ノ
正
本
ヌ
ハ
謄
本
ヲ
添
附
シ
営
倉
牡
一
一
差
出
ス
ヘ
シ

第
十
五
峰
株
券
ノ
名
義
書
換
ノ
場
合
ハ
ー
通
二
付
金
壷
回
前
二
峰
一
一
依
り



第
三
十
峰
総
倉
ノ
議
事
ハ
強
メ
株
主
一
一
通
知
シ
タ
ル
目
的
及
上
事
項
ノ
外

一
一
渉
ル
コ
ト
ヲ
得
ス

第
三
十
一
係
総
含
ノ
議
長
ハ
取
締
役
酋
長
・
牡
長
又
ハ
専
務
取
締
役
之
一
一

任
ス

取
締
役
曾
長
・
祇
長
及
専
務
取
締
役
差
支
ア
ル
ト
キ
ハ
他
ノ
出
席
取
締
役

之
一
一
任
ス

但
臨
時
総
酋
ノ
議
長
ハ
場
合
ニ
ョ
リ
株
主
中
ヨ
リ
之
ヲ
選
任
ス
ル
事
ヲ
得

第
三
十
二
係
総
含
ノ
決
議
ハ
法
律
ニ
別
段
ノ
規
定
ア
ル
場
合
ヲ
除
ク
外
出

席
株
主
ノ
議
決
椎
ノ
過
半
数
一
一
依
ル
可
否
同
数
ナ
ル
ト
キ
ハ
議
長
之
ヲ
決

ス
第
三
十
一
一
一
係
総
曾
二
於
ケ
ル
議
事
経
過
ノ
要
領
及
結
果
ハ
議
事
録
一
一
記
戦

シ
議
長
及
出
席
シ
タ
ル
取
締
役
監
査
役
之
二
記
名
調
印
シ
営
倉
牡
一
一
保
存

ス
ヘ
シ

第
三
十
四
株
株
主
ノ
議
決
椎
ハ
ー
株
二
付
一
個
ト
ス

第
三
十
五
係
株
主
自
ラ
出
席
ス
ル
能
ハ
サ
ル
ト
キ
ハ
役
員
一
一
ア
ラ
サ
ル
株

主
一
一
一
委
任
シ
テ
其
議
決
椎
ヲ
行
フ
コ
ト
ヲ
得

第
五
一
章
計
算

第
三
十
六
係
営
倉
牡
ハ
毎
年
二
月
ヨ
リ
七
月
迄
ヲ
前
期
ト
シ
八
月
ヨ
リ
一

月
迄
ヲ
後
期
ト
シ
毎
期
ノ
柊
リ
ー
ー
於
テ
諸
勘
定
ヲ
決
算
ス
ル
モ
ノ
ト
ス

第
三
十
七
係
営
舎
牡
ノ
純
益
金
ハ
毎
期
ノ
総
益
金
ヨ
リ
諸
経
斐
其
他
損
失

3３

第
二
十
二
催
取
締
役
ハ
取
締
役
倉
ノ
承
認
ヲ
組
テ
富
曾
牡
ト
同
種
ノ
営
業

ヲ
目
的
ト
ス
ル
他
ノ
曾
吐
ノ
取
締
役
卜
篤
ル
コ
ト
ヲ
得

第
二
十
三
係
取
締
役
ハ
互
選
ヲ
以
テ
取
締
役
酋
長
。
社
長
・
専
務
取
締
役

各
壷
名
常
務
取
締
役
若
干
名
ヲ
定
ム
ル
コ
ト
ヲ
得

第
二
十
四
陳
取
締
役
ハ
取
締
役
曾
ヲ
組
織
シ
業
務
二
闇
ス
ル
重
要
ナ
ル
事

項
ヲ
決
議
ス

取
締
役
曾
ノ
議
長
ハ
取
締
役
含
長
・
吐
長
又
ハ
専
務
取
締
役
之
一
一
任
ス

取
締
役
曾
長
。
壮
長
及
専
務
取
締
役
差
支
ア
ル
ト
キ
ハ
他
ノ
出
席
取
締
役

之
一
一
任
ス

第
二
十
五
係
危
長
ハ
牡
務
ヲ
総
理
シ
取
締
役
倉
ノ
決
議
ヲ
執
行
ス

専
務
取
締
役
及
常
務
取
締
役
ハ
吐
長
ヲ
補
佐
シ
吐
務
ヲ
掌
理
ス

第
二
十
六
係
取
締
役
在
任
中
ハ
其
所
有
ノ
営
曾
吐
株
式
百
株
ヲ
監
査
役
一
一

供
託
ス
ヘ
シ

第
四
章
株
主
総
曾

第
二
十
七
係
定
時
総
曾
ハ
毎
決
算
期
後
二
ヶ
月
以
内
二
招
集
ス
ル
事
ト
ス

第
二
十
八
係
臨
時
総
曾
ハ
取
締
役
又
ハ
監
査
役
二
於
テ
必
要
ト
認
ム
ル
ト

キ
又
ハ
資
本
ノ
十
分
ノ
ー
以
上
一
一
雷
ル
株
主
ヨ
リ
総
曾
ノ
目
的
及
上
其
招

集
ノ
理
由
ヲ
示
シ
テ
請
求
ア
リ
タ
ル
ト
キ
之
ヲ
招
集
ス
ル
モ
ノ
ト
ス

第
二
十
九
係
総
含
ノ
招
集
一
一
ハ
曾
日
ヨ
リ
少
ク
ト
モ
ニ
週
間
前
一
一
其
日
時

場
所
及
上
目
的
事
項
ヲ
各
株
主
一
一
通
知
ス
ヘ
シ



金
ヲ
控
除
シ
タ
ル
残
額
ト
シ
之
一
一
前
期
繰
越
金
ヲ
加
へ
左
ノ
如
ク
虚
分
ス

一
、
積
立
金

一
、
退
職
慰
勢
準
備
金

第
一
章
総
則

第
一
条
当
会
社
は
丸
善
株
式
会
牡
と
称
し
旨
胃
目
ｇ
ｏ
ｏ
日
冨
昌
》

巨
日
再
ａ
と
英
訳
す
る

第
二
条
当
会
吐
は
左
の
業
務
を
営
む
こ
と
を
目
的
と
す
る

一
、
百
貨
の
陳
列
販
売
業

二
、
度
量
衡
器
、
計
量
器
、
測
量
器
械
、
測
定
器
械
器
具
等
の
販
売
業

三
、
煙
草
、
医
薬
品
等
の
販
売
業

四
、
図
書
、
雑
誌
の
出
版
業

五
、
イ
ン
キ
、
万
年
筆
の
製
造
業

六
、
写
員
業
、
貸
室
業
、
飲
食
営
業

七
、
前
記
各
号
に
掲
ぐ
る
一
商
品
の
職
出
入
業

八
、
以
上
各
号
に
附
帯
す
る
一
切
の
業
務

第
三
条
当
会
吐
は
本
店
を
東
京
都
中
央
区
に
支
店
を
左
の
各
地
に
置
く

東
京
都
千
代
田
区
名
古
屋
市
大
阪
市
京
都
市
姫
路
市
幅
岡
市

長
崎
市
仙
台
市
札
幌
市

第
四
条
当
会
牡
の
公
告
は
東
京
都
中
央
区
に
お
い
て
発
行
す
る
日
本
経
済

新
聞
に
掲
載
す
る

定
款
昭
和
二
十
六
年
九
月
改
正

3４

一
、
役
員
賞
輿
金

一
、
株
主
配
営
金

一
、
次
期
繰
越
金

但
都
合
ニ
ョ
リ
別
種
ノ
積
立
金
ヲ
ナ
ス
コ
ト
ヲ
得

第
六
章
附
則

第
一
一
一
十
八
僚
含
吐
等
臨
時
措
置
法
施
行
中
ハ
特
二
左
一
一
掲
ク
ル
事
項
一
一
付

テ
ハ
株
主
総
含
ノ
決
議
一
一
依
ラ
ス
取
締
役
曾
ノ
決
議
一
一
依
り
之
ヲ
ナ
ス

一
、
支
店
ノ
新
設
、
腰
止
叉
ハ
移
縛
二
因
ル
支
店
所
在
地
一
一
開
ス
ル
定
款

ノ
愛
更

二
、
資
本
ノ
試
拾
分
ノ
壷
ヲ
超
エ
サ
ル
封
債
ヲ
以
テ
ス
ル
営
業
一
部
ノ
譲

渡
叉
ハ
他
ノ
曾
危
ノ
営
業
全
部
ノ
談
受



人
を
定
め
こ
れ
を
当
会
吐
に
屈
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
そ
の
鐙
更
が

あ
っ
た
と
き
も
亦
同
様
で
あ
る

第
十
二
条
当
会
牡
は
毎
年
二
月
一
日
及
び
八
月
一
日
か
ら
各
定
時
株
主
総

会
の
柊
結
の
日
迄
株
主
名
簿
の
記
載
の
菱
更
を
停
止
す
る
但
し
必
要
あ

る
場
合
に
は
取
締
役
会
の
決
議
に
よ
り
予
め
公
告
し
て
臨
時
に
こ
れ
を
停

止
す
る
こ
と
が
あ
る

第
三
章
株
主
細
曾

第
十
三
条
定
時
株
主
総
会
は
毎
年
三
月
及
び
九
月
に
開
催
し
臨
時
株
主
総

会
は
必
要
あ
る
場
合
に
開
催
す
る

第
十
四
条
株
主
総
会
の
議
長
は
吐
長
こ
れ
に
当
り
杜
長
事
故
あ
る
と
き
は

予
め
取
締
役
会
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
他
の
取
締
役
こ
れ
に
代
る

第
十
五
条
総
会
の
決
議
は
法
令
叉
は
定
款
に
別
段
の
定
め
が
あ
る
場
合
を

除
き
出
席
し
た
る
株
主
の
議
決
権
の
過
半
数
に
よ
っ
て
決
す
る

第
十
六
条
株
主
は
他
の
株
主
に
委
任
し
て
そ
の
議
決
権
を
行
使
す
る
こ
と

が
で
き
る
但
し
代
理
人
は
委
任
状
を
会
祇
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
第
十
七
条
総
会
の
議
事
の
経
過
の
要
領
及
び
そ
の
結
果
は
そ
れ
を
議
事
錐

に
記
載
し
て
議
長
並
び
に
出
席
し
た
取
締
役
が
こ
れ
に
記
名
捺
印
す
る

第
四
章
取
締
役
及
び
取
締
役
曾

第
十
八
条
当
会
吐
に
取
締
役
十
名
以
内
を
置
く

3５

第
二
章
株
式

第
五
条
当
会
吐
の
発
行
す
る
株
式
の
総
数
は
四
百
八
拾
万
株
と
し
、
す
べ

て
額
面
株
式
と
す
る

第
六
条
当
会
牡
の
発
行
す
る
額
面
株
式
の
壱
株
の
金
額
は
五
拾
円
と
す
る

第
七
条
当
会
献
の
発
行
す
る
株
式
は
す
べ
て
記
名
式
で
株
券
の
種
類
は
壱

株
券
拾
株
券
五
拾
株
券
及
び
百
株
券
の
四
種
と
す
る

第
八
条
当
会
吐
の
株
主
は
新
株
の
引
受
椎
を
有
す
る
但
し
そ
の
割
当
方

法
は
取
締
役
会
の
決
議
に
よ
っ
て
定
め
る

当
会
斌
の
役
員
及
び
従
業
員
等
に
対
し
て
は
毎
回
発
行
す
る
新
株
の
総
数

の
二
割
以
内
に
お
い
て
取
締
役
会
の
決
議
に
よ
り
新
株
引
受
権
を
与
え
る

こ
と
が
で
き
る

第
九
条
当
会
吐
の
株
式
の
名
義
書
換
、
質
権
登
錐
、
株
券
の
再
発
行
そ
の

他
株
式
に
関
す
る
取
扱
に
つ
い
て
は
取
締
役
会
の
定
め
る
「
株
式
取
扱
規

程
」
に
よ
る

第
十
条
株
主
及
び
登
録
質
権
者
叉
は
そ
の
法
定
代
理
人
は
そ
の
氏
名
、
住

所
及
び
印
鑑
を
当
会
牡
に
屈
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
れ
を
愛
更
し
た

と
き
も
亦
同
様
で
あ
る

第
十
一
条
株
主
、
株
主
名
簿
に
記
載
さ
れ
た
質
権
者
叉
は
そ
の
法
定
代
理

人
で
あ
っ
て
日
本
国
内
に
住
所
又
は
居
所
を
有
し
な
い
も
の
は
日
本
国
内

に
仮
住
所
を
設
け
又
は
日
本
国
内
に
住
所
若
し
く
は
居
所
を
有
す
る
代
理



取
締
役
会
の
決
議
は
取
締
役
の
過
半
数
が
出
席
し
そ
の
出
席
取
締
役
の
過

半
数
を
以
て
こ
れ
を
決
す
る

第
二
十
四
条
取
締
役
の
報
酬
及
び
退
職
取
締
役
の
慰
労
金
は
株
主
総
会
に

お
い
て
こ
れ
を
定
め
る

第
五
章
監
査
役

第
二
十
五
条
当
会
杜
は
監
査
役
三
名
以
内
を
置
く

第
二
十
六
条
監
査
役
は
株
主
総
会
に
お
い
て
選
任
す
る

第
二
十
七
条
監
査
役
の
任
期
は
一
ケ
年
と
す
る

第
一
一
十
八
条
第
二
十
条
第
一
項
但
書
及
び
第
二
項
並
に
第
二
十
四
条
の
規

定
は
監
査
役
に
こ
れ
を
準
用
す
る

第
六
章
計
算

第
二
十
九
条
当
会
吐
の
営
業
年
度
は
一
ヶ
年
を
二
期
に
分
け
毎
年
二
月
一

日
よ
り
七
月
三
十
一
日
迄
を
前
期
、
八
月
一
日
よ
り
一
月
三
十
一
日
迄
を

後
期
と
し
各
期
の
末
日
に
決
算
を
行
う

第
三
十
条
当
会
祇
の
株
主
配
当
金
は
毎
決
算
期
の
最
終
の
株
主
名
簿
に
よ

っ
て
支
挑
う

株
主
配
当
金
は
株
主
等
が
当
会
斌
に
届
出
た
場
所
に
お
い
て
会
斌
が
支
挑

の
提
供
を
な
し
た
に
か
か
わ
ら
ず
こ
れ
を
受
領
し
な
い
と
き
は
そ
の
時
か

ら
満
三
年
の
経
過
に
よ
り
当
会
危
に
帰
属
す
る

3６

第
十
九
条
取
締
役
は
株
主
総
会
に
お
い
て
選
任
す
る

取
締
役
の
選
任
決
議
は
発
行
済
株
式
総
数
の
三
分
の
一
以
上
に
当
る
株
式

を
有
す
る
株
主
が
出
席
し
其
の
議
決
権
の
過
半
数
を
以
て
こ
れ
を
篇
し
累

積
投
票
に
よ
ら
な
い

第
二
十
条
取
締
役
の
任
期
は
二
ヶ
年
と
す
る
但
し
そ
の
任
期
中
の
最
終

の
決
算
期
に
関
す
る
定
時
総
会
の
維
了
前
に
そ
の
任
期
が
満
了
す
る
と
き

は
そ
の
定
時
総
会
ま
で
任
期
を
伸
長
し
そ
の
定
時
総
会
終
了
後
に
任
期
が

残
る
と
き
は
定
時
総
会
ま
で
に
任
期
を
短
縮
す
る

増
員
叉
は
補
欠
の
た
め
に
選
任
さ
れ
た
取
締
役
の
任
期
は
そ
の
選
任
当
時

に
お
け
る
現
任
者
の
残
存
期
間
と
す
る

第
二
十
一
条
取
締
役
会
は
特
に
法
令
叉
は
定
款
に
定
め
る
事
項
の
外
当
会

祇
の
重
要
な
業
務
執
行
を
決
定
す
る

第
二
十
二
条
会
賦
を
代
表
す
べ
き
取
締
役
（
代
表
取
締
役
）
は
取
締
役
会

の
決
議
を
以
て
定
め
る

取
締
役
会
は
取
締
役
会
長
一
名
取
締
役
牡
長
一
名
専
務
取
締
役
一
名
常
務

取
締
役
若
干
名
を
定
め
る
こ
と
が
で
き
る

第
二
十
三
条
取
締
役
会
は
取
締
役
会
規
則
に
別
段
の
定
め
が
あ
る
場
合
を

除
き
取
締
役
牡
長
が
こ
れ
を
招
集
し
そ
の
通
知
は
会
日
の
三
日
前
迄
に
発

す
る
但
し
緊
急
の
必
要
あ
る
と
き
は
こ
の
期
間
を
短
縮
す
る
こ
と
が
で

き
る


